
当 ※当該住宅用家屋を新築(増築)又は取得するために、資金の貸付を受ける場合に限ります。

権 ※上記の保存登記又は移転登記と同時に抵当権設定登記を行う場合は、債権が確認できる書類の添付を省略できます。

　　（裏面あり）

◇ 現在の家屋が社宅等の場合・・・・・・・・・・・・・ 社宅証明書・使用許可書等

◇ 現在の家屋を取り壊す場合・・・・・・・・・・・・・・ 取り壊し工事契約書 (契約書がない場合は、取り壊す旨の申立書)

抵 上記書類とあわせて、金銭消費貸借契約書や債務の保証契約書等、債権が確認できる書類

◇ 現在の家屋を賃貸する場合・・・・・・・・・・・・・・ 賃貸借契約書 (契約書がない場合は、賃貸する旨の申立書)

◇ 現在の家屋は親族が所有している場合・・・・ 所有者から、現家屋に軽減対象者が今後居住しない旨の申立書

◇ 現在の家屋に親族が居住する場合・・・・・・・ 親族が居住し、自己の住宅として使用しない旨の申立書

≪未入居の場合は、次の①及び②の書類もあわせて必要です。≫

 ① 入居する旨の申立書(原本を提出してください。)

 ② 現在の家屋の処分方法が分かる書類(下記のいずれか)

◇ 現在の家屋が賃貸の場合・・・・・・・・・・・・・・・ 賃貸借契約書

◇ 現在の家屋を売却する場合・・・・・・・・・・・・・・ 売買契約書 又は 媒介契約書 (契約書がない場合は、売却する旨の申立書)

類  ◇ 長期優良住宅建築等計画、又は低炭素建築物新築等計画の変更の認定を 　 なお、特定の増改築等がされた家屋の添付書

　 類として譲渡証明書を添付する場合は、譲渡
　   受けた場合は、「変更認定通知書の写し」を添付してください。

　 額の記載されたものが必要です。

付  ◇ 「認定通知書の写し」が必要です。認定通知書で物件の特定ができない場合 　 を超える場合は、当該家屋について交付された

 　「既存住宅瑕疵担保責任保険契約が締結され
書 　　　は、「認定申請書の副本」 (写しでも可)を添付していただくことがあります。

　 ていることを証する書類」も必要です。

④増改築等工事証明書（※４）

◇増改築等の工事のうち、給水管等に係る修繕
添 ≪「特定認定長期優良住宅」又は「認定低炭素住宅」に該当する場合≫ 　 費や模様替えの工事に要した費用が５０万円

イ 電子申請による登記完了証 ③ 家屋未使用証明書 ③ 住民票(※２)

ウ 全部事項証明書(※１) (原本を提出してください)

② 建築確認済証 又は 検査済証 ≪特定の増改築等がされた家屋（※３）に該当す
る場合≫③ 住民票(※２)

ア 書面申請による登記完了証 ② 売買契約書 又は 譲渡証明書 ② 売買契約書 又は 譲渡証明書

 　及び 「受領証」又は「登記申請書」 　　(競落の場合は、代金納付期限通知書) 　　(競落の場合は、代金納付期限通知書)

後、１年以内に移転登記する。

(建築後未使用の住宅用家屋を個人が取得

した後、１年以内に移転登記する場合も同じ)

①次のア～ウのうちいずれかの書類 ① 左記【注文住宅】①～③の書類 ① 全部事項証明書(※１)

【注 文 住 宅】 【建 売 住 宅】 【中 古 住 宅】
種

住宅用家屋を個人が新築した後、１年 建築後未使用の住宅用家屋を個人が取得 建築後使用された住宅用家屋を個人が取得した
別 以内に保存登記する。 した後、１年以内に保存登記する。

   登記簿上の構造が、石造・レンガ造・コンクリートブロック造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造であるか、

   耐火建築物又は準耐火建築物であることがわかる証明書　のいずれかが必要です。

租税特別措置法施行令第４１条          同法施行令第４２条１項
(保存登記・抵当権設定登記)          (移転登記・抵当権設定登記)

の 　 居住部分の床面積が全体の９０％を超える場合のみ該当します。(９０＜居宅部分の床面積÷全体の床面積×１００)

   ※店舗・事務所等の事業用建物との併用住宅については、建築確認申請書の図面等、面積を確認できる書類が必要です。
要

★区分建物の場合
件 　 耐火建築物又は準耐火建築物であることが必要です。

屋 ★個人の住宅の用に供する家屋

住宅用家屋証明の申請に必要な書類
令和5年3月

★登記床面積・・・５０㎡以上
住

★中古住宅は、登記簿上の建築日付が昭和56年12月31日以前の家屋について証明を受けようとする場合(移転登記の場合)
宅 　新耐震基準を満たしていることの証明書(家屋取得前に証明されたもの)が必要です。



住宅用家屋証明の申請に必要な書類
令和5年3月

 ※４ 申請者は宅地建物取引業者であること。

 ◆ 必要に応じて、上記添付書類の他に資料を求めることがあります。

【お問い合わせ】八王子市 財政部 住民税課　０４２－６２０－７２１８ (直通)

 ※２ 所有者が八王子市に住民登録している場合は、「住民票」の添付を省略できます。

 ※３ 対象家屋（以下の要件を全て満たしていること）

　　　ア.通常の所有権移転登記の家屋である。 

　　　イ.新築された日から起算して１０年を経過している家屋である。

　　　ウ.宅地建物取引業者が増改築をした家屋である。 

　　　エ.申請者が所有する前、２年以内に宅地建物取引業者が取得した家屋である。

 ※１ 全部事項証明書の代わりとして、「インターネット登記情報提供サービス」から取得した「照会番号と発行年月日が記載された登記情報
        書類」を添付書類とすることができます。

 　　　 「照会番号と発行年月日の記載が無い登記情報書類」や「登記事項要約書」は、別途「建築確認済証又は検査済証」を添付すれば、
  　　　  添付書類とすることができます。

 　　 (これらの書類は登記官の印が無いため、通常、公的証明力はありませんが、八王子市では、「建築確認済証又は検査済証」などとあわ
　　　 せて内容を審査することにより添付書類として認めることとしています。  他の自治体では添付書類として認められない場合があります。)

郵送申請の追加書類
   ① 返信用封筒

   ② 手数料として申請件数分の「定額小為替」又は「普通為替」

　　   (証明書は１通１，３００円です。過不足のない金額でご用意ください。)

  上記の各添付書類の他に次のものを同封してください。(窓口申請の場合は不要)


